
長期入院精神障害者をめぐる現状

第８回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会

平成２６年３月２８日 資料４

１．精神科入院医療
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精神病床における患者の動態の年次推移

24.0%

8.5%

11.3%34.9%

19.9%
1.4%

入院期間：１年～５年

家庭復帰等 GH、CH、社会復帰施設等 高齢者福祉施設

転院・院内転科 死亡 その他

71.4%

4.8%

5.5%

13.5%

3.4%
1.2%

入院期間:１年未満

8.7%

8.8%

5.6%

48.6%

27.6%

0.7%

入院期間：５年以上

精神科病院からの退院者の状況

28,004名 2,751名 1,350名

平成２３年度精神・障害保健課調べ
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死亡退院者数の推移（推計値）

※630調査の数値（各年６月１か月間の数値）を基に、年間数を推計。

精神・障害保健課調べ

16,536 
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5,000
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在院期間

1年未満

在院期間

1年以上

在院期間1年以上の退院患者の転帰（推計値）

精神・障害保健課調べ

19,728 17,508 16,512 
13,872 14,172 12,852 13,836 12,048 10,524 9,600 10,080 9,336 
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3,336 3,720 4,044 4,632 
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7,920 
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8,424 
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8,688 9,792 11,040 
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40,000
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

人／年

その他

死亡

転院・院内転科

高齢者福祉施設

GH・CH・

社会復帰施設等
社会復帰施設等

家庭復帰など

52,272 49,140 47,496 49,548 47,220 47,616 49,896 47,376 45,948 47,808 48,696 49,212

※630調査の数値（各年６月１か月間の数値）を基に、年間数を推計。
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精神病床に1年以上入院している患者の年齢分布
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49.7
52.4

52.5
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資料：患者調査

22.3万人

単位：千人

22.0万人
20.5万人

19.3万人

38.3％

51.8％

1年以上入院患者数は減っているが、高齢者の割合は増加
※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

1年以上入院している精神障害者の疾患別分類
（精神病床以外の入院患者も含）

31.1 41.8 47.5 44.4 45.3
8.8

8.7 7.8 6.7 6.2
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障害

気分障害

統合失調症圏

精神作用物質使用による

精神及び行動の障害

認知症

資料：患者調査

23.2万人
単位：千人

23.1万人 23.0万人
20.6万人21.5万人

※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている
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1年以上精神病床に入院している精神疾患患者
～年齢、疾患別分類～

5.0
（10.6％）

23.3
（47.3％）

3.2 

9.9
（90.0％）

18.8
（88.7％）

43.2
（84.4％）

34.8
（73.9％）

18.7
（37.9％）

0.0
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50.0

60.0

0～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65～74歳 75歳以上

その他の精神及び行動の障

害

気分障害

統合失調症圏

精神作用物質使用による精

神及び行動の障害

認知症

資料：平成２３年患者調査

※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

※上記集計は、不詳は除いている

0.8 3.6 11 21.2 51.2 47.1 49.3

単位：千人

精神科病院における長期入院患者に関する調査

○平成24年６月、精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会において、精神科入院医療の今後の方向性として、
「精神科の入院患者は、「重度かつ慢性」を除き、１年で退院させ、入院外治療へ移行させる仕組みを検討する」との方針がま
とめられたのを受け、精神科病院における長期入院患者の実態を把握することを目的とした実態調査を行い、「重度かつ慢
性」の基準作成に活用する。

調査目的

○調査対象機関：全国の精神病床を保有する病院、1618施設
→663施設（41.4％）から回答
○調査対象：調査日時点で、精神病棟入院基本料、精神科救急入院料１・２、精神科急性期治療病棟入院料１・２、精神科救
急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟および医療観察法病棟に、１年以上入院している患者（認知症
を除く）から無作為に抽出（１０％抽出）した患者、4978名

調査対象

○調査方法：
・調査対象機関の病院長はその施設の調査担当者（病棟看護師長等）を指名し、この調査担当者が調査の遂行、回答の記
載等を行った
・アンケート方式で、対象施設に調査票を送付し、記入後返送して頂き、集計・分析
○調査内容：
①施設基本情報（病床数、病棟種類、従事者数）
②患者基本情報（性別、年齢、入院期間、診断名等）
③患者の状態像（BPRS、ADL、IADL、GAF、行動異常、隔離・身体拘束の状況等）
④治療内容
⑤退院困難の理由

調査方法・内容

出典：平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」より
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216名

1,418名
（33％）

2,595名
（61％）

精神症状が極めて重症、

または不安定であるため

居住・支援がないため

身体合併症治療のため

無回答

精神科病院における1年以上の長期入院患者
（認知症を除く）に関する調査
～退院困難症例の内訳～

4262名
（85%）

681名
（14%）

35名
（1%）

調査日時点の退院可能性

困難 可能 無回答

出典：平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」より

調査対象全体の
28.1％

退院困難理由

居住・支援がないため退院困難な群1381名
（無回答37名除く）の年齢別、生活能力別内訳

日常生活能力 65歳未満 65歳以上

1
（日常生活および社会生活は普通に出来る）

61（8.4％） 53（7.7％）

2
（日常生活および社会生活に一定の制限を受ける）

173（24.9％） 128（18.6％）

3
（日常生活および社会生活に著しい制限を受けており、

時に援助を要する）

242（34.9％） 227（33.0％）

4
（日常生活および社会生活に著しい制限を受けており、

常時援助を要する）

186（26.8％） 176（25.6％）

5
（身の回りのことはほとんどできない）

32（4.6％） 103（15.0％）

694 687
65歳以上
の40.6％

援助の必要性
が高い群

援助の必要性
が低い群

65歳以上
の59.4％

65歳未満
の68.6％

65歳未満
の31.4％

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）
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居住・支援がないため退院困難な群1381名
の障害程度区分、要介護認定申請状況

630

区分１
区分２
区分３
区分４
区分５

区分６
非該当
申請中
申請無し
無回答

65歳未満（694名） 65歳以上（687名）

9
4

27
15

12
3
3
6
5

56340

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

非該当

申請中

申請無し

無回答

65歳未満（694名） 65歳以上（687名）

障害程度区分

要介護認定

障害程度
区分、要
介護認定
ともに申請
されていな
い状況

7.4%

5.9%

6.6%

6.6%

10.0%

4.8%

6.6%

4.0%

51.9%

54.9%

11.5%

18.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

入院前の住居 別の家族の家 賃貸住宅 一般病院 他の精神科病院 障害福祉サービスによる入所施設 介護保険サービスによる入所施設 その他 無回答

居住・支援がないため退院困難な群1381名
の想定される退院先（複数回答可）

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

4.7% 3.8%

4.9%

5.2%

2.1%

4.5%

2.9%

33.3%

29.7%

44.5%

53.1%

地域生活を営むの

が可能

地域生活を営むの

が困難

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

（GH、CH含）
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居住・支援がないため退院困難な群1381名
の想定される収入源（複数回答可）

56.8%

55.6%

14.9%

19.0%

6.6%

4.9%

8.3%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

援助の必要性が低い群

援助の必要性が高い群

就労先決定済 家族からの援助 障害年金を受給している 退院に併せ障害年金を受給 老齢基礎年金を受給している

生活保護を受給している 退院に併せて生活保護を受給 確保が困難 その他 無回答

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

43.1%

45.4%

18.7%

13.8%

16.0%

19.4%

3.5%

4.3%

5.1%

5.9%

援助の必要性が低い群

援助の必要性が高い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

障害年金を受給している

老齢基礎年金を受給している

生活保護を受給している 確保が困難

15.2%

12.8%

4.4%

6.3%

7.7%

12.9%

6.8%

9.4%

3.4%

5.7%

31.6%

23.2%

19.6%

21.9%

2.8%

3.8%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

精神症状のため 問題行動のため ADL低下によるリハビリのため
IADL低下によるリハビリのため 身体合併症治療のため 家庭内調整のため
受け入れ先確保困難なため 生活費の確保が困難なため 自己負担の費用が増えるため
地域医療／サービスが不足しているため 地域社会からの拒否・拒絶・反発・理解不足 その他
無回答

居住・支援がないため退院困難な65歳以上の群687名
が1年以内に退院出来なかった理由（複数回答可）

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

47.8%

55.8%

26.1%

28.6%

13.0%

8.5%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

施設の絶対数の不足

受入施設の対応力不足

貸し主・賃貸業者・他の入居者からの拒否・拒絶等

保証人の不在

その他

無回答

15.8%

15.4%

44.7%

41.0%

34.2%

38.5%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

医療 障害者自立支援法等に係るサービス

介護保険法等に係るサービス その他

無回答

受け入れ先困難と回答した内、その具体的な理由

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

地域医療／サービスが不足している項目の、具体的内容

精神症状のため
ADL低下によるリ
ハビリのため

家庭内調整のため
受け入れ先確保困

難のため
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16.7%

16.9%

8.4%

9.9%

3.6%

6.9%

5.6%

7.7%

2.2%

3.0%

34.0%

29.4%

18.8%

18.5%

2.8%

2.4%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

精神症状のため 問題行動のため ADL低下によるリハビリのため
IADL低下によるリハビリのため 身体合併症治療のため 家庭内調整のため

受け入れ先確保困難なため 生活費の確保が困難なため 自己負担の費用が増えるため

地域医療／サービスが不足しているため 地域社会からの拒否・拒絶・反発・理解不足 その他

無回答

居住・支援がないため退院困難な65歳未満の群694名
が1年以内に退院出来なかった理由（複数回答可）

受け入れ先困難と回答した内、その具体的な理由

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

地域医療／サービスが不足している項目の、具体的内容

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

48.7%

46.1%

25.0%

29.6%

12.7%

8.7%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

施設の絶対数の不足
受入施設の対応力不足
貸し主・賃貸業者・他の入居者からの拒否・拒絶等
保証人の不在
その他
無回答

14.7%

18.8%

70.6%

68.8%

8.8%

12.5%

援助の必要性が

低い群

援助の必要性が

高い群

医療 障害者自立支援法等に係るサービス
介護保険法等に係るサービス その他
無回答

精神症状のため
ADL低下によるリ
ハビリのため 家庭内調整のため

受け入れ先確保困
難のため

居住・支援がないため退院困難な群1381名
の必要とされる医療サービス（複数回答可）

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

31.8%

30.5%

26.5%

27.1%

8.5%

9.0%

22.5%

19.9%

3.2%

4.5%

3.9%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

通院医療 訪問看護等 アウトリーチ デイケア等

ナイトケア 精神症状に対応する一般医 身体合併症に対応する精神科医 不要

その他 無回答

32.0%

29.1%

24.6%

23.5%

8.8%

10.6%

18.3%

13.9%

4.4%

7.2%

7.3%

12.4%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

通院医療 訪問看護等 アウトリーチ デイケア等 ナイトケア 一般医 身体合併症に対応する精神科医 不要 その他 無回答

65歳以上で援助の必要性が高い群は、内科管理の必要度合いが約20％にあたる

65歳未満でも援助の必要性が高い群
は、内科管理がある程度必要

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

65歳未満でも援助の必要性が高い群は、内科管理がある程度必要
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6.8%

2.2%

6.1%

3.1%

15.5%

14.2%

5.1%

5.5%

17.0%

19.7%

11.7%

8.8%

16.9%

21.9%

5.5%

8.3%

6.5%

7.9%

地域生活を営むの

が可能

地域生活を営むの

が困難

居住・支援がないため退院困難な群1381名
の必要とされる障害福祉サービス（複数回答可）

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

3.0% 5.9% 11.0%

6.9%

11.1%

7.7%

12.3%

12.9%

5.2%

8.3%

10.3%

14.7%

16.3%

13.5%

11.9%

18.8%

5.6%

6.5%

2.3%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

就労移行支援 就労A 就労B 自律訓練（生活・訪問） 自律訓練（宿泊型）

居宅介護 行動援護 生活介護 地活センター 施設入所支援

短期入所 不要 その他 無回答

就労支援、自律訓練の必要度合いが高い

生活介護、施設入所支援の必要度の割合が高い

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

居住・支援がないため退院困難な群1381名
の必要とされる介護保険サービス（複数回答可）

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

全体的に、必要とされるサービスに大きな差は認められない

（平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）
「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

20.5%

20.7%

19.4%

17.4%

4.5%

5.8%

8.0%

5.3%

7.8%

6.4%

10.0%

11.3%

4.1%

10.0%

12.0%

12.1%

5.3%

3.9%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

10.9%

12.6%

15.7%

14.6%

2.9%

2.3%

4.1%

4.0%

5.2%

4.3%

5.6%

6.0%

5.2%

5.3%

29.8%

29.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域生活を営む

のが可能

地域生活を営む

のが困難

訪問介護 訪問看護 訪問リハ 通所介護 通所リハ 短期入所 認知症GH 小規模多機能 不要 その他 無回答

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群
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30.8%

28.1%

32.7%

27.5%

16.9%

16.7%

8.8%

16.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域生活を営むのが可

能

地域生活を営むのが困

難

保健所訪問 市町村訪問 福祉事務所訪問 不要 その他 無回答

居住・支援がないため退院困難な群1381名
の必要とされるその他のサービス（複数回答可）

65歳以上（687名）

65歳未満（694名）

どの患者においても、約7～8割の患者が何らか
の訪問を必要と考えられている （平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野）

「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」のデータを基に作成）

408名
(58.8％)

279名
(40.2%  )

29.8%

28.3%

30.1%

29.7%

16.4%

15.9%

10.5%

15.0%

地域生活を営むのが

可能

地域生活を営むのが

困難

476名
(68.6％)

218名
(31.4％)

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

援助の必要性が
高い群

援助の必要性が
低い群

２．退院プロセス
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要
（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。

(２)保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が

大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。

(３)医療保護入院の見直し
①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。
＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
②精神科病院の管理者に、
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携
・退院促進のための体制整備
を義務付ける。

(４)精神医療審査会に関する見直し
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。

平成26年４月１日（ただし、１．（４）①については平成28年４月１日）

政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、
医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院中の
処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

１．概要

２．施行期日

３．検討規定

精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、
保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。

精神療養病棟入院料の見直し

精神療養病棟入院料について、精神保健指定医配置の要件および、医療法に定める医師の員
数配置の要件を見直し、退院支援に係る要件を追加する。

平成26年度診療報酬改定

精神療養病棟入院料 １，０９０点（１日につき）

（改）当該病棟に専任の常勤の精神科医が１名以上配置されていること。

（改）医療法に定める医師の員数以上の員数が配置されていること（看護
職員２５対１※以上を満たす場合を除く）。※平成３０年３月３１日までは３０対１

（新）平成２６年４月１日以降、当該病棟に入院となった患者に対して、７
日以内に退院支援相談員を指定すること。その上で、退院支援のための
委員会を設置・開催しつつ、退院に向けた相談支援、地域援助事業者等
の紹介、退院調整等に関する院内における業務を実施すること。

精神療養病棟入院料１，０６１点（１日につき）

当該病棟に常勤の精神保健指定医が１名以
上配置されていること。

医療法に定める医師の員数以上の員数が配
置されていること。

精神療養病棟の医師配置等の見直し

平成２６年度
診療報酬改定の概要（改）
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